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北海道と（一社）日本木造住宅産業協会との災害時における応急仮設住宅

の建設に関する協定の締結について 

記者レクチャー 

の お 知 ら せ 

(実施日時)   発 表 者  
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１．趣旨 

災害時における建設型応急仮設住宅の供給体制を強化するとともに、地域経

済の復興にも寄与する木造での供給を図るため、協定を締結した。 
 

２．協定の相手方 

  （一社）日本木造住宅産業協会 会長 市川 晃（住友林業(株)代表取締役会長）

・木造の住宅・建築物の普及と発展に寄与することを目的に昭和 61 年に設立 

・建設業者のほか資材・設備供給業者、設計者により構成 

・会員企業は６４９社、うち北海道支部は４７社（R5.12 末時点） 
 

３．協定内容 

  災害時に道が応急仮設住宅（木造）の建設について要請を行った場合に、協

会が会員である住宅建設業者をあっせんするなど協力を行う。 
 

４．協定締結 

   締結日：令和６年３月２２日（金） ※書面による締結 
 

５．その他 

・協会の応急仮設住宅の建設実績は、東日本大震災において岩手県、宮城県、

福島県に合計１，５９６戸を建設。（道内の実績なし） 

・協会は２５都府県と災害時協定を締結済みであり、本道は２６番目。 
 

参 考 

・道における応急仮設住宅建設に関する協定締結は４団体目。 

締結年月 協定団体 構造 

H8.11 (一社)プレハブ建築協会 プレハブ造 

H29.10 (一社)全国木造建設事業協会 木造 

R4.11 (一社)日本ムービングハウス協会 移動式木造(ｺﾝﾃﾅ型)

追加 R6.3 (一社)日本木造住宅産業協会 木造 
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 同 時 配 付 

 同 時 レ ク 
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 担 当 

 （ 連 絡 先 ） 

 建設部住宅局住宅課（担当者：課長補佐 松岡） 
ＴＥＬ：ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ０１１－２０４－５５８１  内線：２９－５０４ 

 
 （協会側担当者） 

 一般社団法人 日本木造住宅産業協会（担当者：木下 ） 

  ＴＥＬ ０３－５１１４－３０１０ 
 

３／２２（金）の発表 【道庁プレスリリース】


